
第 1 節において、新型コロナウイルスの感染拡大の中における、国際強調の重要性を議論した。パンデミック、
気候変動などの世界が国際協調により取り組むべき社会課題が存在しており、現在注目を集めている考え方が
SDGs（Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標）である。国家や企業、個人といった様々な主体
による協調した取り組みがますます求められる分野である。

1．SDGs と社会課題の解決

（1）SDGs 策定の背景
SDGs とは、2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載さ

れた 2016 年から 2030 年までの 17 のゴール（目標）と 169 のターゲットからなる国際目標である。SDGs は
2015 年を目標としたミレニアム開発目標（Millennium Development Goals, MDGs）を補完する次の目標とされ
ている。

SDGs の前身となった MDGs とは、世界の貧困の半減などを目指し、2015 年までの達成を目指して国際社会
が掲げてきた目標である 89。MDGs が策定された背景として、それまでの開発協力のやり方に対する反省がある。
従来は、開発途上国の経済の仕組みを市場経済メカニズムが機能するように改革することにより、開発途上国の
経済発展、ひいては貧困の削減にもつながるという「構造調整政策」が国際的な開発協力の主流であった 90。一方
で、構造調整によって実施された諸政策により、開発途上国における貧困問題や格差が深刻化することもあり 91、
より直接的に貧困問題に対応する方策について国際社会の関心が高まり、2001 年に MDGs がまとめられた 92。

（2）MDGs から SDGs へ
MDGs に取り組む過程において、貧困を撲滅するためには、環境問題や社会問題を解決する必要があること

が理解されてきた。経済、社会、環境問題は非常に複雑に絡み合っており、統合的に問題を解決することが必要
であるという認識が高まり、SDGs はその認識の元で策定された 93。そのため、MDGs に比べて SDGs の対象は広
範囲となっている。MDGs が途上国の貧困撲滅や教育、保健、ジェンダー平等を目標としているのに対し、
SDGs は経済、社会、環境分野など広範な課題を包括的に対象としている。SDGs 達成によってもたらされる、
市場機会の価値は年間約 12 兆ドル、2030 年までに世
界に創出される雇用は約 3 億 8,000 万人にのぼると推
計されている 94。

さらに、SDGs の理念として「誰一人取り残さない
（leave no one behind）」が掲げられており、途上国
のみならずあらゆる国や人を対象にしている。そのた
め、あらゆる国や地域に応じた目標や実施方法を考え
る必要がある。第Ⅱ-3-3-1 表において、MDGs と
SDGs の違いをまとめている。

89 MDGs はミレニアム総会で採択されたミレニアム宣言と 1990 年代に連続して開催された会議での国際的合意を一つにまとめたもの。
90 外務省（2015）『開発協力白書（2015）』
91 高柳彰夫・大橋正明（2018）
92 外務省（2015）『開発協力白書（2015）』、高柳彰夫・大橋正明（2018）
93 国連大学（2016）
94 Business ＆ Sustainable Development Commission
95 足達英一郎、村上芽、橋爪麻紀子（2018）
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第Ⅱ-3-3-1 表　MDGs と SDGs の違い

MDGs SDGs
「2015 年までに世界の貧困
を半減する」 基本理念 「誰一人取り残さない」

途上国を中心にした8つの
目標 目標設定 途上国・先進国を問わない

17 の目標

先進国／国際機関による資
金援助 期待され

る資金源

先進国／国際機関の資金援
助、途上国自身の資金拠出、
民間資金

資料：�外務省、日本総研 7より作成。



（3）達成に向けた資金の不足
前述したとおり、MDGs と SDGs では基本理念や目標設定が異なる。さらに、大きな違いとして資金調達先の

多様化が挙げられる。MDGs では、途上国の貧困削減が主な目標であったことから、主に、先進国や国際機関
が資金を拠出していた。SDGs では、先進国の政府や国際機関だけでなく、途上国自身や民間セクターからの資
金が期待されている。実際に、SDGs 目標 17 のターゲットでは「さまざまなパートナーシップの経験や資源戦
略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励、推進する」ことを掲げている。

UNCTAD によると 96、SDGs 達成には、途上国だけで年間約 3.9 兆ドル必要とされているが、2014 年時点では
官民あわせて約 1.4 兆ドルの資金に留まっており、必要な額と実際の投資額の乖離は年間で約 2.5 兆ドルとなっ
ている（第Ⅱ-3-3-2 図）。

さらに、持続可能な開発ソリューション・ネットワークによると、SDGs は MDGs と異なり、開発途上国だけ
でなく先進国にも焦点があてられており、全ての国が SDGs を達成するためには最大で GDP の 2.5％まで資金が
必要であるとも言及されている。また 2019 年の世界銀行のレポートでは、低中所得国が SDGs に関連するイン
フラを整備し、世界の気温上昇を 2 度にまで抑えるためには 2015 年から 2030 年にかけて世界の GDP の 4.5％の
インフラ投資が必要であるとも述べられている。

このように、SDGs を達成するためには、膨大な資金が必要であることを様々な機関が言及している。ただし、
これは、公的な資金のみで達成されるべきものではなく、民間資金の活用が肝要である。

SDGs 達成に向けた資金需要と必要とされる投資額の乖離の大きさを基にポテンシャルが大きい分野を見れ
ば、経済インフラである電力や運輸、再生エネルギー（気候変動の緩和）などの分野が大きい（第Ⅱ-3-3-3 図）。
また、現状の投資額に占める民間資金の割合を見れば、電力や運輸、気候変動の緩和の分野では民間資金の割合
が相対的に大きい（第Ⅱ-3-3-4 表）。

他方、民間投資家がリスク・リターンモデルを設計するのが難しい気候変動への適応分野や、公共サービスの
中心である教育や医療（健康）においては、民間分野の投資は大きく進んでいない。このような分野では、民間
分野とともに公的セクターが補完的に投資し合う意義は大きいといえる。

96 UNCTAD（2014）
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備考：�基本的なインフラ（道路、鉄道、港湾、発電所、水と衛生、農業、
農村開発、気候変動の緩和・適応、健康、教育）への公的・民間投資。
2015 年から 2030 年にかけての年間平均額。

資料：�UNCTAD「World�Investment�Report�2014」より作成。

第Ⅱ-3-3-2 図　 
SDGs 達成にむけた資金需要と不足額の試算（途上国のみ）
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実際に、必要とされる投資額の絶対額が必ずしも大
きくはない気候変動の適応分野においても、民間への
期待は小さくない。気候変動対策には、CO2 などの温
室効果ガスの排出を抑制する「緩和策」と気候変動に
対応するための「適応策」があり、両者が機能してこ
そ温暖化の影響を最小限に抑えられるものである。気
候変動対策が社会の様々な分野に与える影響は年々拡
大しており、対応する適応策へのニーズがビジネスに
つながる可能性も言及されている。国連環境計画
（UNEP）によると、途上国の環境適応にかかる費用
は 2050 年時点で年間最大 50 兆円に達すると推定され
ている 97。

途上国に流入する資金フローをみても、公的資金を
遙かに凌ぐ民間資金が流入していることがわかる（第
Ⅱ-3-3-5 図）。民間部門の活動が開発途上国の経済成
長を促す大きな原動力となってきている。

97 UNEP（2016）
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資料：�UNCTAD「World�Investment�Report2014」より作成。

第Ⅱ-3-3-3 図　 
途上国における SDGs 主要セクターへの予想される投
資額と必要とされる投資額

第Ⅱ-3-3-4 表　 
現在の投資額に占める民間資金の平均割合

SDGs 分野 内容
現状の投資額に占める
民間資金の平均割合（％）
発展途上国 先進国

電力 発電、送電、配電への投資 40～50 80～100

運輸 道路、空港、港湾、鉄道への
投資 30～40 60～80

情報通信 固定回線、携帯、インターネッ
トへの投資 40～80 60～100

水・衛生 産業・家庭への水・下水処理
の供給 ～20 20～80

食の安全保
障・農業

農業、研究、地域開発、セー
フティネット等への投資 ～75 ～90

気候変動の
緩和

関連インフラ、再生可能エネ
ルギー、技術開発等への投資 ～40 ～90

気候変動へ
の適応

農業、インフラ、水管理、沿
岸部等の適応対策への投資 ～20 ～20

生態系・生
物多様性

生態系保全・保護、海洋資源
管理、持続可能な森林等 記載なし 記載なし

健康 インフラ投資（病院建設など） ～20 ～40

教育 インフラ投資（学校建設など） ～15 ～20

資料：�UNCTAD「World�Investment�Report�2014」より作成。

備考①：�DAC（Development�Assistance�Comittee：開発援助委員会）は、
OECD 加盟国中（36 カ国）の中の 29 カ国に欧州連合（EU）を加
えた 30 のメンバーからなる。

備考②：�ODA（Official�Development�Assistance：政府開発援助）は、政府
及び政府関係機関による国際協力活動のための公的資金。

備考③：�OOF（Other�Official�Flows：その他公的資金の流れ）は、国際協
力銀行が行う民間の輸出信用や直接投資に対する金融等が含まれ
る。

資料：�OECD�Stat より作成。

第Ⅱ-3-3-5 図　DAC 諸国による資金フロー
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他方で、民間資金の呼び込みは肝要であるものの、現状では途上国の資金源は様々である。実際、モザンビー
クやカンボジアなど一部の国では、直接投資の占める割合が相対的に大きいものの、後発開発途上国 98 の大半に
とって、依然として ODA や送金の重要性は大きい。実際、アフガニスタンやマラウィなど ODA 資金の占める
割合が大きい国やネパールやトーゴでは送金が重要な資金源となっている（第Ⅱ-3-3-6 図）。

今後、後発開発途上国への投資を促進していくためには、民間が投資しやすい環境を整えるため、投資促進枠
組みを導入し、実施していくことが求められるものの、実際には後発開発途上国では進んでいない現状がある（第
Ⅱ-3-3-7 図）。

途上国に民間の投資を呼び込むためには、政府の支援や制度の整備、インセンティブの付与など投資を取り巻
く環境を整備することが肝要である。また、為替リスクなど投資のリスクも事業の初期段階で包括的に理解する

98 国連開発計画委員会（CDP）が認定した基準に基づき、国連経済社会理事会の審議を経て、国連総会の決議により認定された特に開発の
遅れた国々。主な基準としては、一人当たり GNI や HAI（Human Assets Index）、EVI（Economic Vulnerability Index）などの基準を
元に判断。
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資料：�UNCTAD「Robust� and� predictable� sources� of� financing� for�
sustainable�development」より作成。

第Ⅱ-3-3-6 図　 
後発開発途上国への海外からの開発資金源の各国の歳
入に対する比率（2017）

資料：�UNCTAD「Robust� and� predictable� sources� of� financing� for�
sustainable�development」より作成。

第Ⅱ-3-3-7 図　新規の投資促進・奨励の政策の数
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ことも重要である。
昨年、横浜で開催されたアフリカ開発会議においても、日本政府は今後 3 年間で約 200 億ドルを上回る民間投

資が更に大きくなるよう後押しする考えを表明した。民間投資後押しの具体策として、日本貿易保険（NEXI）
がプロジェクト融資などに貿易保険を適用する枠組みを提起している。

（4）期待される資金源
資金不足を担う可能性があると注目されるものの一つが、近年増加している ESG 投資である。ESG 投資とは、

財務情報だけでなく、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）に関する取組も考慮し
た投資である。ESG 投資は、2006 年に国連が「責任投資原則（PRI）」を設立したことを契機に広がりを見せて
いる 99。ESG の要素は SDGs の各目標とも親和性が高いといえ、SDGs 達成においても ESG 投資は重要である。
実際、日本の公的年金基金である年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）では、ESG 投資と SDGs の関係に
ついて、民間企業が SDGs に取り組むことで共通価値創造（CSV：Creating Shared Value）100 を実現し、企業価
値の持続的な向上を図ることで、ESG 投資を行う投資家の長期的な投資リターンの拡充につながるものと言及
している 101。

サステナブル投資を普及する世界持続的投資連合（GSIA）は、隔年ごとに Global Sustainable Investment 
Review を公表しており、世界の ESG 投資の現状をまとめている。

GSIA によると、ESG 投資残高は、欧州が約 14 兆ドル、米国が約 12 兆ドルに対し、日本は約 2 兆 2 千億ドル
と規模は大きくない（第Ⅱ-3-3-8 表）。日本では、GPIF が 2015 年に PRI に署名する等により、近年では大幅
な伸びを示している。実際に、運用資産全体に占める ESG 投資の割合が 2018 年には 2016 年の約 6 倍近くとなっ
てきている（第Ⅱ-3-3-9 図）。

また、GSIA は ESG 投資を 7 つの投資手法に定義しており、その定義に基づいた報告をしている（第Ⅱ-3-3-10
表）。国・地域別の ESG 投資手法を見ると、欧州では環境や社会に良い影響を与えない企業を投資対象から除外
する方法、いわゆるネガティブ・スクリーニングが主な手法となっているのに対して、米国、カナダ、豪州・
NZ では投資プロセスに ESG 要因を組み入れる ESG インテグレーションがメジャーとなっている。他方、日本
の場合は、エンゲージメント／議決権行使が主な手法となっている（第Ⅱ-3-3-11 図）。

99 署名機関は 2020 年第 2 四半期時点で約 3,038 機関と前年比で約 3 割増加。
100 経済的価値を創造しながら社会的ニーズに対応することで社会的価値も創造するというアプローチ。ハーバード大学のマイケル・ポーター

教授が 2011 年に論文にて提唱。
101 年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）「ESG 投資と SDGs のつながり」、2020 年 6 月時点（GPIF Web サイト）
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第Ⅱ-3-3-8 表　国・地域別の ESG 投資残高

地域 2016 年 
（十億ドル）

2018 年 
（十億ドル） 伸び率（％）

欧州 12,040 14,075 16.9

米国 8,723 11,995 37.5

日本 474 2,180 359.9

カナダ 1,086 1,699 56.4

豪州／NZ 516 734 42.2

合計 22,890 30,683 34

資料：�「Global�Sustainable�investment�review�2018」より作成。

備考①：�2014 年の日本はアジア全体に包括されていたためデータなし。
備考②：�ESG 投資とは、財務情報だけでなく、環境（Environment）、社会

（Social）、ガバナンス（Governance）に関する取組も考慮した投
資である。SDGs が世界共通の目標であることを鑑みると、投資家
が各企業の ESG を評価する上で、SDGs への取組は一つの判断基
準となり得る。

資料：「Global�Sustainable�investment�review�2018」より作成。

第Ⅱ-3-3-9 図　運用資産全体に占める ESG 投資の割合
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（5）日本の取り組みと市場の評価
経済産業省の SDGs 経営 /ESG 投資研究会が 2019 年 5 月に公表した「SDGs 経営ガイド」においては、日本

企業の「SDGs 経営」の優れた取組を世界に発信している。また、経済産業省は、企業と投資家の対話における
共通言語として、「価値協創ガイダンス」102 を策定した。価値協創ガイダンスのフレームワークとして、気候関連
財務情報開示に関するガイダンス（TCFDガイダンス）103、産業保安及び製品安全における統合的開示ガイダンス、
バイオメディカル産業版「価値協創出ガイダンス」、DX 推進ガイドライン、ダイバーシティ 2.0 行動ガイドライ
ン、CGS（コーポレートガバナンスシステム）ガイドラインの 6 つを掲げており、企業と投資家の建設的な対話
に活用することが期待されている。SDGs 経営／ESG 投資研究会が 2019 年 6 月に公表した「SDGs 経営／ESG
投資研究会報告書」においては価値協創ガイダンスの国際展開等を通じて、SDGs を取り巻く国際的なルールメ
イキングに参画していくことも期待されている。

また、ESG 要素の中でも投資家の注目の高い気候変動について、経済産業省は 2018 年 8 月に「グリーンファ
イナンスと企業の情報開示の在り方に関する『TCFD 研究会』」を立ち上げ、事業会社の経営者と国内外の投資
家等との「対話」を通じた TCFD 提言に沿った情報開示の在り方の議論を踏まえて、2018 年 12 月に「気候関
連財務情報開示に関するガイダンス（TCFD ガイダンス）」を策定した。TCFD ガイダンスにおいては、TCFD
提言に沿った情報開示を行うにあたっての解説に加え、主要 5 業種における具体的な開示ポイント・視点が示さ

102 「価値協創出ガイダンス」とは、企業と投資家をつなぐ「共通言語」であり、企業（企業経営者）にとっては、投資家に伝えるべき情報（経
営理念やビジネスモデル、戦略、ガバナンス等）を体系的・統合的に整理し、情報開示や投資家との対話の質を高める手引き。

103 気候変動の情報開示がグローバルに求められるようになった流れの中、「金融安定理事会（FSB ；Financial Stability Board）」が、気候変
動に関する企業の対応を情報開示するよう促す「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD； Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures）」を 2015 年に設置。
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資料：�「Global�Sustainable�investment�review�2018」より作成。

第Ⅱ-3-3-11 図　国・地域別の ESG 投資手法
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第Ⅱ-3-3-10 表　投資手法の分類と定義

投資手法 定義
ネガティブ・スクリーニング 特定のセクターや個別企業をポートフォリオから除外

ESG インテグレーション 投資プロセスに ESG 要因を組みいれて投資判断

エンゲージメント／議決権行使 ESG の課題について、株主としての議決権行使や、議決権行使の前後において企業エンゲージメントを
行い改善を促す

国際規範スクリーニング 国際的な規範に違反した企業をポートフォリオから除外

ポジティブ・スクリーニング 各セクター内で ESG レーティング等が高評価の企業でポートフォリオを構築

サステイナブルテーマ投資 ESG の特定のテーマ（クリーンエネルギー、グリーンテクノロジー、サステナブル農業など）を投資ア
イディアとする

インパクト投資／コミュニティ投資 社会問題や環境問題の解決を目的とした投資

資料：「Global�Sustainable�investment�review�2018」より作成。



れ、今後の情報開示の進め方やガイダンスの更なる拡充に向けた取組等が説明された。TCFD の提言においては、
気候変動が企業活動に与える影響として、機会とリスクの両面を捉える必要があり、それらが売上・費用（損益
計算書）と資産・負債（バランスシート）に与える影響を分かりやすく開示することが求められる（第Ⅱ-3-3-12
図）。

TCFD の提言に沿った日本企業の情報開示も増えつつあり、将来のシナリオ分析に基づく具体的な財務影響
評価の開示も一部で始まっている。大手飲料会社においては、例えばビールの原材料である大麦の生産がオース
トラリアで 10～50％減少する可能性があることに加え、2030 年の温室効果ガス削減目標を達成した場合には、
持続可能な発展と産業革命前からの気温上昇が 2 ℃に留まるシナリオにおいて、炭素排出コストが約 47 億円削
減される可能性があると環境報告書で示した。大手銀行は、2050 年までに洪水による与信関係費用が 300 億円
から 400 億円増加するという試算を統合報告書で示した。

リスクに限らずビジネス機会とその財務影響評価を各企業も公表し始めている。大手小売・信販会社は、2050
年までに気温上昇が 1.5 ℃以下のシナリオの場合にグリーンビジネスの財務的な機会がリスクを 15 億円上回る
という試算を統合報告書で示した。

大手アパレル製造・小売業は、取引先の縫製工場リストなどを公表し、児童虐待の防止や環境への配慮に向け
た取り組みを保管する情報開示を行っている。日本の大手アパレル製造・小売業も、世界の 46 カ所の取引先素
材工場のリストを 2019 年に公表した。これは第 1 節第 1 章で取り上げた貿易面でのサプライチェーンの可視化・
透明化の流れとも整合的な取り組みであり、今後の進展が期待される。

また、近年大きく規模を拡大させているのが、グリー
ン投資 104 の一つであるグリーンボンド市場である（第
Ⅱ-3-3-13 図）。グリーンボンドとは民間企業、国際
機関、国、地方公共団体等が、温暖化対策や汚染の予
防・管理、生物多様性の保全、持続可能な水資源の管
理等の環境プロジェクトに要する資金を調達するため
に使途を限定して発行される債券である。近年、世界
でのグリーンボンド発行額は急増している。2019 年
の発行額の多い国は、アメリカ、中国、フランス、ド
イツ、オランダとなっており、特に欧州の伸びが顕著
であり、2018 年から約 74％の増加となっている 105。

104 グリーン投資とは、自然資源の保全、再生可能エネルギーの生産や開発、環境配慮ビジネスの実践に係わる投資のことであり、公債や社債、
環境関連産業の株式やファンド、投資信託等が含まれる。

105 Climate Bonds Initiative（2019）
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資料：�TCFD の最終報告書を元に経済産業省作成。

第Ⅱ-3-3-12 図　TCFD 提言からみた気候変動の企業活動への影響
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より作成。

第Ⅱ-3-3-13 図　グリーンボンド発行額の推移
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2．日本としての SDGs への貢献

（1）日本の達成度
ドイツのベルテルスマン財団と持続可能な開発方法ネットワーク（SDSN）が共同で発表した 2019 年の報告

書 106 において、2019 年の世界各国における SDGs（持続可能な開発目標）の達成度が公表されている。1 位はデ
ンマークで 2 位はスウェーデンと 1 位から 10 位までを欧州や北欧の国々が独占した。欧州の国は 11 位～20 位
にも 6 ヵ国がランクインするなど、欧州各国の SDGs への積極的な取組が見られる（第Ⅱ-3-3-14 図）。

日本は 15 位（2018 年も 15 位）に位置しており、アジア諸国の中では 1 位であった。さらに、項目別でみると、
日本は、SDG1（貧困）、SDG4（教育）、SDG13（気候変動）、SDG7（エネルギー）については達成度合いが高
いと評価される一方、SDG5（ジェンダー）、SDG12（生産・消費）については低いとされている（第Ⅱ-3-3-15 図）。

前述の通り、達成度合いの評価が高い項目として、気候変動やエネルギー分野が挙げられているが、実際、石
油や天然ガスなどの資源に乏しい我が国では、エネルギー効率の向上に努めてきた。1 単位の国内総生産（GDP）
に対するエネルギー供給量をみると 2000 年以降は低下傾向にあり、エネルギー効率の改善は進展している（第
Ⅱ-3-3-16 図）。経済成長とエネルギー効率の改善を両立してきたと言えよう。

106 Sustainable Development Solutions Network (SDSN) and the Bertelsmann Stiftung. （2019）
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資料：�「Sustainable�Development�Report�2019」より作成。

第Ⅱ-3-3-14 図　各国の SDGs 達成度合い（2019 年）
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第Ⅱ-3-3-16 図　 
日本の実質 GDP とエネルギー効率（エネルギー供給量 /
実質 GDP）の推移

資料：�「Sustainable�Development�Report�2019」より作成。

第Ⅱ-3-3-15 図　日本の SDGs 達成度合い（2019 年）
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さらに、世界の二酸化炭素排出量に占める各国の割合をみると、中国の割合が最も大きく約 3 割近くを占めて
いる（第Ⅱ-3-3-17 図）。米国は約 14％、日本は約 3％となっている。また、1 人当たりの二酸化炭素排出量をみ
ると、米国の 14.6 トンに対し日本は 8.9 トンに収まっている。ただし、1990 年代と比較すると他の先進国が一
人当たりの二酸化炭素量の排出量を減らしているのに対し、日本は概ね横ばいで推移している。元々、排出量が
少なかったことも要因の一つと考えられるが、一層の効率化が求められていくだろう。

2015 年にパリで開催された COP21 では、2020 年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組み
としてパリ協定が採択された。パリ協定は、先進国及び途上国が参加する合意となった。パリ協定では、世界共
通の長期目標として 2 ℃目標の設定や 107、主要排出国を含む全ての国が削減目標を 5 年ごとに提出・更新するこ
とも盛り込まれた。また、我が国が提案した二国間クレジット制度（Joint Crediting Mechanism、JCM）も含めた
市場メカニズムの活用が位置づけられている（第Ⅱ-3-3-18 図）。二国間クレジット制度（JCM）とは、日本の
持つ低炭素技術や製品、システム、サービス、インフラを途上国に提供することで、途上国の温室効果ガスの削
減などに貢献する制度である。これにより、日本は地球規模での温暖化対策に貢献するとともに、日本の温室効
果ガス排出削減等への貢献を適切に評価し、削減目標の達成に活用することができる。現在、我が国はアジア、
アフリカ、島嶼国、中南米及び中東の 17 ヵ国と署名済みである 108。

107 許容しがたい気候変動の悪影響の回避という観点から、「産業革命後の気温上昇を 2 ℃以内に抑える」という目安が、COP16（2010 年）
で合意されている（一般的に「2 ℃目標」と呼ばれる）。

108 2011 年から開発途上国と JCM に関する協議を行っており、モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、
ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウジアラビア、チリ、ミャンマー、タイ、フィリピンと JCM を
構築している。
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備考：�足下のデータが揃う 2017 年の値を使用。
資料：�IEA より作成。

資料：�IEA より作成。

第Ⅱ-3-3-17 図　世界の二酸化炭素排出量に占める各国の割合と 
　　　  　　1 人当たりの二酸化炭素排出量 一人当たり二酸化炭素排出量の推移　　　　
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資料：�外務省 HPを元に経済産業省作成。

第Ⅱ-3-3-18 図　二国間クレジット制度の概要図
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資金支援事業をみると、水力発電や太陽光発電など再生可能エネルギー技術を使用した案件が大半である（第
Ⅱ-3-3-19 表）。環境省が実施する事業の 2019 年 6 月までの案件数では、インドネシアが 33 件と最も多く、次
いでタイが 31 件、ベトナムが 23 件と続く。政府は、毎年度の予算の範囲内で行う事業によって、2030 年度ま
での累積で 5,000 万から 1 億トン CO2 の国際的な排出削減・吸収量が見込まれるとしている。
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第Ⅱ-3-3-19 表　JCM 資金支援事業案件

パートナー国 事業名
モンゴル 飲料工場への LPGボイラー導入による燃料転換 ⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎠

環
境
省
実
施
事
業

パラオ スーパーマーケットへの 1MW屋根置き太陽光発電システムの導入

メキシコ ラ・パズ市における 30MW太陽光発電プロジェクト

フィリピン イサベラ州における 19MW小水力発電プロジェクト

フィリピン 配電会社と連携した 18MW太陽光発電プロジェクト

ベトナム 化学工場へのバイオマスボイラーの導入

タイ 車両・エンジン工場への 37MW太陽光発電システム及び高効率溶解炉の導入

タイ 繊維工場におけるコージェネレーション設備への排ガス熱交換器の導入による高効率化

フィリピン パイナップル缶詰工場におけるバイオガス発電及び燃料転換事業

モルディブ マーミギリ島及びマーンドゥ島における 1.1MW屋根置き太陽光発電システムの導入

ベトナム ホテル及びオフィスへの高効率エアコン及び空冷チラーの導入

インドネシア 東ヌサ・トゥンガラ州における 2MW小水力発電プロジェクト

インドネシア ダンボール生産工場への高効率ボイラーシステムの導入

チリ マウレ州における 3.4MWもみ殻発電プロジェクト

エチオピア オロミア州メテハラ地域における 120MW太陽光発電プロジェクト

ベトナム アンザン省における 49MW太陽光発電プロジェクト

インドネシア ブンクル州における 10MW小水力発電プロジェクト

インドネシア 西スマトラ州における 6MW小水力発電プロジェクト

カンボジア カンダール州におけるバイオマス・太陽光ハイブリッド発電プロジェクト

カンボジア インターナショナルスクールへの 1.1MW太陽光発電システムの導入

チリ ニュブレ州チジャン市における 3MW太陽光発電プロジェクト

タイ 製糖工場への 15MWバイオマス発電システムの導入

フィリピン ミンダナオ島カラガ地域における 33MW風力発電プロジェクト

モンゴル 健康サービスへのアクセス性改善プロジェクト

モンゴル 省エネ送電システム ⎞
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎠

経
済
産
業
省
実
証
事
業

ケニア マイクロ水力発電によるコミュニティ電化

タイ ASEAN 地域電力会社向け IoT 活用による発電事業資産効率化・高度化

ベトナム 国立病院の省エネ・環境改善

ベトナム BEMS 開発によるホテル省エネ

ベトナム 漁船用特殊 LED照明導入

ベトナム 効率化空調技術と制度構築支援を活用したデマンドレスポンス実証

ラオス モジュール型省エネデータセンター

インドネシア 動力プラントの運用最適化技術

インドネシア 石油精製プラントの運転制御最適化

インドネシア 携帯電話基地局へのトライブリッド技術導入

備考：�緑色着色は環境省実施事業、青色着色は経済産業省実施実施事業。
備考：�環境省の実施事業はH31 年度。経済産業省の実証事業は令和元年 8月時点。
資料：�公益財団法人�地球環境センター、炭素市場エクスプレス、環境省より作成。



（2）期待される役割
グローバリゼーションの進展の中、我が国の持続可能性は世界の持続可能性と密接不可分である。先述したと

おり、SDGs は経済・社会・環境の三側面を含むものである。2019 年 12 月には、持続可能な開発目標（SDGs）
推進本部（議長：安倍総理大臣）において、これらの相互関連性を意識して取組を推進していくことを目指して、
SDGs 実施指針の改定や SDGs アクションプラン 2020 を公表した。実施指針では、NPO/NGO、民間セクター、
地方自治体、教育機関、研究機関など広範なステークホルダーとの連携を推進していくことの必要性が述べてお
り、今後も、様々な主体が連携して社会課題の解決に向けて行動することが求められる（第Ⅱ-3-3-20 表）。

特に、上記の SDGs 実施指針改訂版において「官民が連携し、企業が本業を含めた多様な取組を通じて SDGs 
達成に貢献する機運を、国内外で醸成することが重要である」とされているように、SDGs 達成に向けて民間企
業の貢献が期待されている。例えば、関東経済産業局では、SDGs 達成を通じた地域中小企業等の競争力を強化
することを目的に、2018 年 5 月、長野県との連携による地域 SDGs コンソーシアム（NAGANO × KANTO 地
域 SDGs コンソーシアム）を設置した。本コンソーシアムを通じて、有識者や産学官金の関係者と連携しながら、
自治体等が SDGs に取り組む地域の中堅・中小企業等を後押しするための新たな仕組み（支援モデル）の構築や、
企業・自治体への積極的な情報提供など、継続的な取組を行っている。さらに、近畿経済産業局では、2017 年
12 月に関西で設立された「関西 SDGs プラットフォーム」を母体として、ビジネスの視点から SDGs 推進を目
指すため、2018 年 3 月に「関西 SDGs 貢献ビジネスネットワーク」を立ち上げ、各種セミナーの開催等による
ノウハウの共有や企業間連携の形成を図るとともに、「関西発 SDGs 貢献取組事例集」の公表等を通じて個別事
例の情報提供を継続的に実施している。

また、地方自治体においては、SDGs の理念に沿って、持続可能なまちづくりや地域活性化に取り組むことで、
地方創生の一層の充実が図られることも期待されている。例えば、福岡県北九州市においては、2018 年 4 月に
OECD から「SDGs 推進に向けた世界のモデル都市」としてアジア地域で初めて選定されるなど、世界規模で見
ても先駆的な事例が見られている 109。

このように、日本においては既に様々なステークホルダーが SDGs の取組を進めており、国際協調を推進しな
がら世界の社会的な課題の解決を実現し、世界の持続可能性を高めることが求められている。

109 北九州市「2018 年 4 月 23 日報道資料」、（https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000800982.pdf）。
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第Ⅱ-3-3-20 表　SDGs 実施指針の取組

主体 取組

ビジネス 持続的な企業成長、ESG 投資、中小企業、ビジネス
と人権�等

ファイナンス 公的資金と民間資金の有効な活用・動員、ESG 金融、
TCFD 等

市民社会
「誰一人取り残されない」社会の実現に向け、政府
との橋渡し役として、国内外への発信、政策提言�
等

教育機関 地域や世界の諸課題の課題解決を図る人材育成、
ESD推進等

研究機関 研究や科学技術イノベーションの SDGs 達成に果た
す役割を認識し、科学的根拠に基づき取組推進

地方自治体 SDGs 達成に向けた取組加速化、各地域の多様な優
良事例の発信

議会
国民の声を拾い上げ、国や地方自治体の政策に反映、
社会課題解決のための具体的な政策オプションの提
案

資料：�外務省より作成。


